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  平成23年12月16日 

岩手県人事委員会   

委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第35号 

   地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

 地域手当に関する規則（昭和43年岩手県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則 附 則 

 

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年８月１日から適

用する。 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和42年８月１日から

適用する。 

 （給料表の適用を受ける警察官となる場合の特例） 

２ 給与条例附則第24項に規定する人事委員会規則で定める場

合は、任命権者の要請に応じ、平成23年東北地方太平洋沖地

震及び津波により被害を受けた地域における公共の安全の確

保及び秩序の維持の職務のため、給与条例第５条第２項に規

定する給料表（以下「給料表」という。）の適用を受ける警

察官となる場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当

する職員である場合とする。 

 (１) 給料表の適用を受けることとなった日（以下「適用日

」という。）の前日に在勤していた地域又は公署が地域手

当（一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95

号）第11条の３から第11条の７までの規定により支給され

る地域手当又は他の都道府県の条例の規定により支給され

る地方自治法（昭和22年法律第67号）第204条第２項の地域

手当をいう。以下同じ。）を支給されるべき地域又は公署

（以下「地域手当支給地域等」という。）に該当し、かつ、

地域手当支給地域等に引き続き６箇月を超えて在勤してい

た職員。ただし、適用日の前日に在勤していた地域手当支

給地域等に係る割合を超える割合による地域手当を支給さ

れていた職員を除く。 

 (２) 適用日前２年以内の期間において地域手当支給地域等

に在勤していた職員（前号本文に該当する職員を除く。）

で、同号本文に規定する職員との権衡上必要があると認め

られるものとして人事委員会が定めるもの 

３ 給与条例附則第24項に規定する人事委員会規則で定める期

間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る期間とする。 

 (１) 前項第１号に該当する職員 ２年間 

 (２) 前項第２号に該当する職員 ２年を超えない範囲内の



期間で前号の期間に相当するものとして人事委員会が定め

る期間 

４ 給与条例附則第24項に規定する人事委員会規則で定める割

合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

るとおりとする。 

 (１) 附則第２項第１号に該当する職員 次に掲げる期間の

区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

  ア 適用日から同日以後１年を経過する日までの期間 適

用日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に係る割

合又は同日から６箇月を遡った日の前日から適用日の前

日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外

の地域手当支給地域等に係る割合（これらの割合が適用

日以後に改定された場合にあっては、適用日の前日の割

合）のうち最も低い割合（当該割合が給与条例第28条の

２第２項第１号の１級地に係る割合を超える場合は、当

該１級地に係る割合） 

  イ 適用日から同日以後２年を経過する日までの期間（ア

に掲げる期間を除く。） アに掲げる割合に100分の80

を乗じて得た割合 

 (２) 附則第２項第２号に該当する職員 前項第２号に規定

する人事委員会が定める期間について、前号で定める割合

に相当するものとして人事委員会が定める割合 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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